
派遣法に基づくマージン率等の公開について 

 
株式会社三協技術（派 04-300378） 

  
 
平成 24 年 10 月 1 日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者は、毎事業 

年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の
差額の割合を公開することが義務付けられました。 

（法第 23 条第 5 項） 
  
 

2025年度（令和 6 年 8月 1日～令和 7年 7月 31 日）の決算に基づき下記の通り公開 
いたします。 
  
 
1.派遣労働者の数                 19 人 
 
2.派遣先の数                    3 社 
 
3.派遣料金の平均額（8h平均）        56,600 円 
 
4.派遣労働者の賃金の平均額（8h 平均）    18,389 円 
 
5.マージン率                                67.51% 
  
このマージン率は、以下の計算式で算出します。（小数点第 2 位以下を四捨五入） 
 

 
 
※マージンには、派遣元事業者として会社負担する社会保険料（健康保険・厚生年金・雇用
保険・労災保険）、事業運営費として総務、営業部署の人件費や営業活動諸費用、事務所
賃貸料、派遣先で生ずる業務経費、福利厚生費、教育訓練費等が含まれています。 

 

マージン率 ＝ × 100
派遣料金の平均額

派遣料金の平均額 － 派遣労働者の賃金の平均額



6.教育訓練に関する事項 
個人情報保護、品質、情報セキュリティ、環境マネジメントに関する研修（OFF-JT）、 
ビジネスマナー基礎（入社時）（OFF-JT）、階層別研修（OFF-JT） 

  ※実施方法：有給 
  ※対象者の費用負担無 
  ※実施主体：派遣元事業主 
 
7.福利厚生に関する事項 
各種社会保険（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険） 
定期健康診断 
年次有給休暇、育児休業制度、介護休業制度 
通勤手当（遠方勤務時は社用車貸与*1） 
資格手当（保有資格に応じて） 
住宅手当（状況に応じて借上社宅を貸与*2） 
 
*1 ガソリン代、ETC 利用料、各種車両整備にかかる費用など全て派遣元事業主負担 
*2 家賃、保険料、賃貸契約費用など全て派遣元事業主負担 

ただし、*1，*2 はマージンには含めず 
 
8.キャリア相談窓口 
 総務部人事課：022-224-5503 
 
9.労使協定締結の有無 
労使協定              ：締結 
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲：派遣先に就業させる全ての派遣労働者 
労使協定の有効期間の終期      ：令和 7年 4月 1 日 ～ 令和 8年 3月 31 日 


